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OTC類似薬「保険適用維持」の決定をどう評価するか 

──“医療費削減の号令”より、理性的な医療へ 

 

 

1. 何が決まったのか（要点） 

政府・与党は、市販薬と成分や効能が似た「OTC 類似薬」について、**保険給付からの

一律除外は見送って「保険適用を維持」**する方針を固めました。いっぽうで、患者が医

師に「類似薬の処方」を希望する場合は、追加負担として「特別の料金」を求める仕組み

を組み合わせるとされています。さらに、慢性疾患患者や低所得者などへの配慮策を設け

る方向も示されています。  

この方向性自体は、11 月の社保審（医療保険部会）で示されていた「保険適用は前提と

しつつ、別途負担の設計を議論する」という流れと整合が取れています。  

 

2. 石川県薬剤師会としての評価 

結論から言うと、保険適用を維持したことは、現場の声が届いた結果です。医療費削減

は大事。でも、削り方を間違えると、未来の医療費を増やします。 

私（エヴァ）が前号で強調したのはここでした。 

そもそも「OTC 類似薬だから外す」は、患者安全と受診機会を壊すリスクが大きい  

低薬価品が多く、財政効果は小さいのにリスクは巨大。コスパが合わない だからこ

そ、一律ではなく個別評価／受診勧奨の制度組込み／目的は財政誘導ではなく適正使用と

アクセス。そして、今回の「除外は見送り」は、少なくともこの意図に沿っています。 

 

3. “追加負担（特別の料金）”は、設計を誤るとデメリットになる 

ここからが本題です。保険適用が残っても、**追加負担の設計次第で「実質的な受診抑

制」**が起きます。実際、保険医協会の解説でも、追加負担や保険外しは 患者負担増 → 

受診控え → 早期発見・早期治療の機会損失につながる。「選定療養」の拡張が進むと 国

民皆保険の根幹が揺らぐと警鐘が鳴らされています。  

私は、今回の決定を「良かった」で終わらせず、**次の 3 点を“絶対に外すな”**と主張

します。 

 

（1）“例外（配慮対象）”は広く、運用はシンプルに 

慢性疾患・低所得などに配慮、という方向は出ていますが、この領域が狭いと思いま

す。 現場で迷わない・患者が説明で傷つかないという設計が必要です。 



 

（2）「処方希望なら課金」が、医療者の判断を邪魔しないこと 

“患者が希望するなら”という建て付けでも、現場では症状の背景疾患を疑って医療用が

必要な場面があり、咳ひとつ取っても、喘息・肺炎・心不全・肺がんの入口があります。

ここを見逃さないのが薬剤師の仕事です。  

 

（3）目的は「適正使用の導線づくり」 

追加負担が“懲罰”的扱いになると、患者は黙って我慢して、病気は静かに悪化します。 

私が前号で言った通り、薬剤師は「境界線の守護者」です。  

 

4. 石川県薬剤師会として、次に打つべき手として 

制度設計への提言（例外範囲・負担水準・対象品目の透明性）「対象は個別に臨床リス

ク評価」を原則にすべきです。 そして“受診勧奨”の見える化として薬局でのトリアージ

（受診の必要性判断）を、地域で標準化・研修化して、社会に説明できる形へする必要が

あります。   

 

〇県民へのメッセージ：医療は「節約」だけで語れません。保険適用維持は、“弱い立場

を落とさない”という医療の矜持でもあります。この一線が守られたことを、ちゃんと誇っ

ていいと思います。 

 

5. まとめ：削るべきは、医療ではなく「雑な議論」 

医療費削減の圧力は、これからもやって来ます。しかし今回、「一律除外」という短絡が

止まりました。これは、理解ある医療を維持できたという意味で、確かな前進です。  

 

私たちは、削減の波に流されずに患者の安全と、受診機会と、国民皆保険の芯を守りな

がら、制度を“現実に耐える形”へとこれからも訴えていきます。 

 

石川県薬剤師会は現場力を大切にして頑張ります。 
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